
相続人に対する退職手当相当額納付命令の取扱い 

 

【条例第１７条第１項】（同条第２項から第５項までに規定する場合を除く） 

退職又は死亡の日                          退職の日から６月以内 

      退職手当支給 

 

受給者（本人又は遺族）   受給者死亡 

              （相続人） 

                     

                    懲戒免職等処分相当行為をしたと 

                    疑うに足りる理由がある旨の通知 

                               通知が到達した日から６月以内 

 

                               退職手当相当額の納付命令 

                              （懲戒免職相当行為と認めた場合） 

 

 

【条例第１７条第２項】（同条第３項から第５項までに規定する場合を除く） 

退職又は死亡の日                          退職の日から６月以内 

      退職手当支給 

 

受給者（本人又は遺族）   返納命令を前提とした     受給者死亡 

              意見聴取の通知        （相続人） 

                                      受給者死亡の日から６月以内 

 

                                    退職手当相当額の納付命令 

                                   （懲戒免職相当行為と認めた場合） 



【条例第１７条第３項】 

退職の日                     退職の日から６月以内 

      退職手当支給 

 

 受給者（本人）    基礎在職期間中の                 受給者死亡（判決未確定） 

            行為に関し起訴                 （相続人） 

           （在職中起訴含む）                    受給者死亡の日から６月以内 

 

                                        退職手当相当額の納付命令 

                                       （懲戒免職相当行為と認めた場合） 

【条例第１７条第４項】 

退職の日                     退職の日から６月以内 

      退職手当支給 

 

 受給者（本人）   基礎在職期間中の    禁錮以上の刑確定    受給者死亡 

           行為に関し起訴                 （相続人） 

          （在職中起訴含む）                     受給者死亡の日から６月以内 

 

                                        退職手当相当額の納付命令 

【条例第１７条第５項】 

退職の日                     退職の日から６月以内 

      退職手当支給 

 

 受給者        再任用職員に対する免職処分           受給者死亡 

（本人（退職後再任用職員））                      （相続人） 

                                                 受給者死亡の日から６月以内 

 

                                        退職手当相当額の納付命令 


